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日
刊
（
日
曜
日
、
土
曜
日
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休
日
休
刊
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１

目

次
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規

則

○
東
京
都
文
書
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
…
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…
…
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…
…（
総
務
局
総
務
部
文
書
課
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○
令
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二
年
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け
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職
員
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慶
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休
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総
務
局
人
事
部
職
員
支
援
課
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○
東
京
都
児
童
育
成
手
当
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
…
…
…
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…
…
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…
…
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…
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…
…
…（
福
祉
保
健
局
少
子
社
会
対
策
部
育
成
支
援
課
）…
�

規

則
（
教
）

○
東
京
都
教
育
委
員
会
文
書
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
�

○
令
和
二
年
に
お
け
る
学
校
職
員
の
慶
弔
休
暇
の
特
例
に
関
す
る
規
則
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
�

○
令
和
二
年
に
お
け
る
東
京
都
教
育
委
員
会
会
計
年
度
任
用
職
員
の
慶
弔
休
暇
の
特
例
に
関
す

る
規
則
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
�

規

程
（
交
）

○
東
京
都
交
通
局
文
書
管
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
�

規

程
（
水
）

○
東
京
都
水
道
局
文
書
管
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
�

規

程
（
下
水
）

○
東
京
都
下
水
道
局
文
書
管
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
�

○
東
京
都
下
水
道
局
工
事
施
行
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
�

訓

令
（
議
）

○
令
和
二
年
に
お
け
る
東
京
都
議
会
議
会
局
会
計
年
度
任
用
職
員
の
慶
弔
休
暇
の
特
例
に
関
す

る
規
程
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
�

告

示
（
議
）

○
東
京
都
議
会
議
会
局
文
書
管
理
規
程
の
一
部
改
正
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
�

規

則

東
京
都
文
書
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
二
年
十
二
月
二
十
二
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

◉
東
京
都
規
則
第
二
百
号

東
京
都
文
書
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

東
京
都
文
書
管
理
規
則
（
平
成
十
一
年
東
京
都
規
則
第
二
百
三
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

第
二
条
第
十
五
号
中
「
第
十
二
条
の
四
」
の
下
に
「
（
第
十
七
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

を
含
む
。
）
」
を
加
え
、
「
第
十
七
条
ま
で
」
を
「
第
十
六
条
ま
で
及
び
第
十
七
条
第
二
項
」
に
改
め

る
。第

十
七
条
第
二
項
を
削
り
、
同
条
第
一
項
中
「
フ
ァ
ク
シ
ミ
リ
に
着
信
し
た
電
磁
的
記
録
の
内
容

は
、
」
を
「
前
項
の
規
定
に
よ
り
収
受
の
処
理
を
行
う
こ
と
が
困
難
な
特
別
の
事
情
が
あ
る
と
き
は
、

当
該
電
磁
的
記
録
の
内
容
を
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
二
項
と
し
、
同
条
に
第
一
項
と
し
て
次
の
一

項
を
加
え
る
。

フ
ァ
ク
シ
ミ
リ
に
着
信
し
た
電
磁
的
記
録
に
つ
い
て
は
、
第
十
二
条
の
三
第
一
項
及
び
第
二
項
並

び
に
第
十
二
条
の
四
の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
十
二
条
の
三
第
一
項
中
「
情

報
処
理
シ
ス
テ
ム
」
と
あ
る
の
は
、
「
フ
ァ
ク
シ
ミ
リ
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
二
十
条
第
三
項
中
「
第
十
七
条
ま
で
」
を
「
第
十
六
条
ま
で
及
び
第
十
七
条
第
二
項
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
三
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

令
和
二
年
に
お
け
る
職
員
の
慶
弔
休
暇
の
特
例
に
関
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
二
年
十
二
月
二
十
二
日
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東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

◉
東
京
都
規
則
第
二
百
一
号

令
和
二
年
に
お
け
る
職
員
の
慶
弔
休
暇
の
特
例
に
関
す
る
規
則

職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
、
休
暇
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
平
成
七
年
東
京
都
規
則
第
五
十
五

号
。
以
下
「
規
則
」
と
い
う
。
）
第
二
十
四
条
第
三
項
（
会
計
年
度
任
用
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等

に
関
す
る
規
則
（
平
成
二
十
七
年
東
京
都
規
則
第
四
号
。
以
下
「
会
計
年
度
任
用
職
員
勤
務
時
間
規

則
」
と
い
う
。
）
第
二
十
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
結
婚
の
日
が
令
和

元
年
七
月
一
日
か
ら
令
和
三
年
一
月
六
日
ま
で
の
間
に
あ
る
職
員
（
こ
の
規
則
の
施
行
の
日
前
に
当
該

結
婚
の
日
に
係
る
規
則
第
二
十
四
条
第
二
項
第
一
号
の
休
暇
を
取
得
し
た
職
員
を
除
く
。
）
に
お
け
る

同
条
第
三
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
結
婚
の
日
（
戸
籍
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第

二
百
二
十
四
号
）
に
規
定
す
る
婚
姻
の
届
出
を
し
た
日
又
は
結
婚
し
た
日
の
う
ち
職
員
が
選
択
し
た
日

を
い
う
。
）
の
一
週
間
前
の
日
か
ら
当
該
結
婚
の
日
後
六
月
を
経
過
す
る
日
」
と
あ
る
の
は
、
「
令
和

三
年
一
月
一
日
か
ら
同
年
十
二
月
三
十
一
日
」
と
す
る
。

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
令
和
三
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
項
の
規
定
は
、
公
布
の
日
か

ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
則
の
適
用
を
受
け
る
職
員
に
お
け
る
規
則
第
二
十
四
条
第
二
項
第
一
号
（
会
計
年
度
任
用

職
員
勤
務
時
間
規
則
第
二
十
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
慶
弔
休
暇
に

係
る
申
請
は
、
こ
の
規
則
の
施
行
の
日
前
に
お
い
て
も
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

東
京
都
児
童
育
成
手
当
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
二
年
十
二
月
二
十
二
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

◉
東
京
都
規
則
第
二
百
二
号

東
京
都
児
童
育
成
手
当
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

東
京
都
児
童
育
成
手
当
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
五
十
七
年
東
京
都
規
則
第
二
十
七
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
条
第
一
項
中
「
総
所
得
金
額
」
の
下
に
「
（
所
得
税
法
第
二
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
給
与

所
得
又
は
同
法
第
三
十
五
条
第
三
項
に
規
定
す
る
公
的
年
金
等
に
係
る
所
得
を
有
す
る
場
合
に
は
、
同

法
第
二
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
計
算
し
た
金
額
及
び
同
法
第
三
十
五
条
第
二
項
第
一
号
の
規
定

に
よ
り
計
算
し
た
金
額
の
合
計
額
か
ら
十
万
円
を
控
除
し
て
得
た
金
額
（
当
該
金
額
が
零
を
下
回
る
場

合
に
は
、
零
と
す
る
。
）
と
同
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
計
算
し
た
金
額
と
を
合
算
し
た
額
を
当
該
給

与
所
得
の
金
額
及
び
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
雑
所
得
の
金
額
の
合
計
額
と
し
て
計
算
す
る
も
の
と
す

る
。
）
」
を
加
え
、
「
山
林
所
得
金
額
、
同
法
」
を
「
山
林
所
得
金
額
、
地
方
税
法
」
に
改
め
、
同
条

第
二
項
第
三
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

三

地
方
税
法
第
三
百
十
四
条
の
二
第
一
項
第
八
号
に
規
定
す
る
控
除
を
受
け
た
者

二
十
七
万
円

第
四
条
第
二
項
第
四
号
中
「
そ
の
控
除
の
対
象
と
な
つ
た
勤
労
学
生
一
人
に
つ
き
」
を
削
り
、
同
号

を
同
項
第
五
号
と
し
、
同
項
第
三
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

四

地
方
税
法
第
三
百
十
四
条
の
二
第
一
項
第
八
号
の
二
に
規
定
す
る
控
除
を
受
け
た
者

三
十
五

万
円附

則

１

こ
の
規
則
は
、
令
和
三
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
東
京
都
児
童
育
成
手
当
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
第
四
条
の
規
定
は
、

令
和
三
年
六
月
以
後
の
月
分
の
児
童
育
成
手
当
の
支
給
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
年
五
月
以
前
の
月
分

の
児
童
育
成
手
当
の
支
給
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

規

則
（
教
）

東
京
都
教
育
委
員
会
文
書
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
二
年
十
二
月
二
十
二
日

東
京
都
教
育
委
員
会

◉
東
京
都
教
育
委
員
会
規
則
第
四
十
三
号

東
京
都
教
育
委
員
会
文
書
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

東
京
都
教
育
委
員
会
文
書
管
理
規
則
（
平
成
十
一
年
東
京
都
教
育
委
員
会
規
則
第
六
十
四
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
十
六
号
中
「
第
十
二
条
の
四
」
の
下
に
「
（
第
十
六
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

を
含
む
。
）
」
を
加
え
、
「
第
十
六
条
ま
で
」
を
「
第
十
五
条
ま
で
及
び
第
十
六
条
第
二
項
」
に
改
め
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る
。第

十
六
条
第
二
項
を
削
り
、
同
条
第
一
項
中
「
フ
ァ
ク
シ
ミ
リ
に
着
信
し
た
電
磁
的
記
録
の
内
容

は
、
」
を
「
前
項
の
規
定
に
よ
り
収
受
の
処
理
を
行
う
こ
と
が
困
難
な
特
別
の
事
情
が
あ
る
と
き
は
、

当
該
電
磁
的
記
録
の
内
容
を
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
二
項
と
し
、
同
条
に
第
一
項
と
し
て
次
の
一

項
を
加
え
る
。

フ
ァ
ク
シ
ミ
リ
に
着
信
し
た
電
磁
的
記
録
に
つ
い
て
は
、
第
十
二
条
の
三
第
一
項
及
び
第
二
項
並

び
に
第
十
二
条
の
四
の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
十
二
条
の
三
第
一
項
中
「
情

報
処
理
シ
ス
テ
ム
」
と
あ
る
の
は
、
「
フ
ァ
ク
シ
ミ
リ
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
十
八
条
第
三
項
中
「
第
十
六
条
ま
で
」
を
「
第
十
五
条
ま
で
及
び
第
十
六
条
第
二
項
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
三
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

令
和
二
年
に
お
け
る
学
校
職
員
の
慶
弔
休
暇
の
特
例
に
関
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
二
年
十
二
月
二
十
二
日

東
京
都
教
育
委
員
会

◉
東
京
都
教
育
委
員
会
規
則
第
四
十
四
号

令
和
二
年
に
お
け
る
学
校
職
員
の
慶
弔
休
暇
の
特
例
に
関
す
る
規
則

学
校
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
、
休
暇
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
平
成
七
年
東
京
都
教
育
委
員

会
規
則
第
五
号
。
以
下
「
規
則
」
と
い
う
。
）
第
二
十
五
条
第
三
項
（
都
立
学
校
等
に
勤
務
す
る
時
間

講
師
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
四
十
九
年
東
京
都
教
育
委
員
会
規
則
第
二
十
四
号
。
以
下
「
時
間
講
師
規

則
」
と
い
う
。
）
第
十
八
条
の
二
第
一
項
第
二
号
、
都
立
学
校
等
に
勤
務
す
る
日
勤
講
師
に
関
す
る
規

則
（
平
成
十
九
年
東
京
都
教
育
委
員
会
規
則
第
六
十
号
。
以
下
「
日
勤
講
師
規
則
」
と
い
う
。
）
第
二

十
一
条
第
二
号
及
び
東
京
都
公
立
学
校
会
計
年
度
任
用
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
規
則

（
平
成
二
十
七
年
東
京
都
教
育
委
員
会
規
則
第
九
号
。
以
下
「
会
計
年
度
任
用
職
員
勤
務
時
間
規
則
」

と
い
う
。
）
第
二
十
三
条
の
規
定
に
よ
り
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
結
婚
の
日
が
令
和

元
年
七
月
一
日
か
ら
令
和
三
年
一
月
六
日
ま
で
の
間
に
あ
る
職
員
（
こ
の
規
則
の
施
行
の
日
前
に
当
該

結
婚
の
日
に
係
る
規
則
第
二
十
五
条
第
二
項
第
一
号
の
休
暇
を
取
得
し
た
職
員
を
除
く
。
）
に
お
け
る

同
条
第
三
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
結
婚
の
日
（
戸
籍
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第

二
百
二
十
四
号
）
に
規
定
す
る
婚
姻
の
届
出
を
し
た
日
又
は
結
婚
し
た
日
の
う
ち
職
員
が
選
択
し
た
日

を
い
う
。
）
の
一
週
間
前
の
日
か
ら
当
該
結
婚
の
日
後
六
月
を
経
過
す
る
日
」
と
あ
る
の
は
、
「
令
和

三
年
一
月
一
日
か
ら
同
年
十
二
月
三
十
一
日
」
と
す
る
。

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
令
和
三
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
項
の
規
定
は
、
公
布
の
日
か

ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
則
の
適
用
を
受
け
る
職
員
に
お
け
る
規
則
第
二
十
五
条
第
二
項
第
一
号
（
時
間
講
師
規
則

第
十
八
条
の
二
第
一
項
第
二
号
、
日
勤
講
師
規
則
第
二
十
一
条
第
二
号
及
び
会
計
年
度
任
用
職
員
勤

務
時
間
規
則
第
二
十
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
慶
弔
休
暇
に
係
る
申

請
は
、
こ
の
規
則
の
施
行
の
日
前
に
お
い
て
も
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

令
和
二
年
に
お
け
る
東
京
都
教
育
委
員
会
会
計
年
度
任
用
職
員
の
慶
弔
休
暇
の
特
例
に
関
す
る
規
則

を
公
布
す
る
。

令
和
二
年
十
二
月
二
十
二
日

東
京
都
教
育
委
員
会

◉
東
京
都
教
育
委
員
会
規
則
第
四
十
五
号

令
和
二
年
に
お
け
る
東
京
都
教
育
委
員
会
会
計
年
度
任
用
職
員
の
慶
弔
休
暇
の
特
例
に

関
す
る
規
則

東
京
都
教
育
委
員
会
会
計
年
度
任
用
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
規
則
（
平
成
二
十
七
年

東
京
都
教
育
委
員
会
規
則
第
八
号
。
以
下
「
会
計
年
度
任
用
職
員
勤
務
時
間
規
則
」
と
い
う
。
）
第
二

十
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
、
休
暇
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
平
成
七

年
東
京
都
規
則
第
五
十
五
号
。
以
下
「
規
則
」
と
い
う
。
）
第
二
十
四
条
第
三
項
に
規
定
す
る
結
婚
の

日
が
令
和
元
年
七
月
一
日
か
ら
令
和
三
年
一
月
六
日
ま
で
の
間
に
あ
る
職
員
（
こ
の
規
則
の
施
行
の
日

前
に
当
該
結
婚
の
日
に
係
る
会
計
年
度
任
用
職
員
勤
務
時
間
規
則
第
二
十
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
規

則
第
二
十
四
条
第
二
項
第
一
号
の
休
暇
を
取
得
し
た
職
員
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
は
、
令
和
二
年
に
お

け
る
職
員
の
慶
弔
休
暇
の
特
例
に
関
す
る
規
則
（
令
和
二
年
東
京
都
規
則
第
二
百
一
号
）
の
規
定
を
準

用
す
る
。附

則
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１

こ
の
規
則
は
、
令
和
三
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
項
の
規
定
は
、
公
布
の
日
か

ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
則
の
適
用
を
受
け
る
職
員
に
つ
い
て
は
、
令
和
二
年
に
お
け
る
職
員
の
慶
弔
休
暇
の
特
例

に
関
す
る
規
則
附
則
第
二
項
の
規
定
を
準
用
す
る
。

規

程
（
交
）

◉
交
通
局
規
程
第
九
十
五
号

東
京
都
交
通
局
文
書
管
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
二
年
十
二
月
二
十
二
日

東
京
都
交
通
局
長

内

藤

淳

東
京
都
交
通
局
文
書
管
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

東
京
都
交
通
局
文
書
管
理
規
程
（
平
成
十
一
年
交
通
局
規
程
第
九
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

第
二
条
第
十
二
号
中
「
第
十
一
条
の
五
」
の
下
に
「
（
第
十
五
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

を
含
む
。
）
」
を
加
え
、
「
第
十
五
条
ま
で
」
を
「
第
十
四
条
ま
で
及
び
第
十
五
条
第
二
項
」
に
改
め

る
。第

十
五
条
第
二
項
を
削
り
、
同
条
第
一
項
中
「
フ
ァ
ク
シ
ミ
リ
に
着
信
し
た
電
磁
的
記
録
の
内
容

は
、
」
を
「
前
項
の
規
定
に
よ
り
収
受
の
処
理
を
行
う
こ
と
が
困
難
な
特
別
の
事
情
が
あ
る
と
き
は
、

当
該
電
磁
的
記
録
の
内
容
を
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
二
項
と
し
、
同
条
に
第
一
項
と
し
て
次
の
一

項
を
加
え
る
。

フ
ァ
ク
シ
ミ
リ
に
着
信
し
た
電
磁
的
記
録
に
つ
い
て
は
、
第
十
一
条
の
四
第
一
項
及
び
第
二
項
並

び
に
第
十
一
条
の
五
の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
十
一
条
の
四
第
一
項
中
「
情

報
処
理
シ
ス
テ
ム
」
と
あ
る
の
は
、
「
フ
ァ
ク
シ
ミ
リ
」
と
、
第
十
一
条
の
五
第
一
項
中
「
フ
ァ
イ

ル
責
任
者
」
と
あ
る
の
は
、
「
主
務
課
長
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
十
八
条
第
三
項
中
「
第
十
五
条
ま
で
」
を
「
第
十
四
条
ま
で
及
び
第
十
五
条
第
二
項
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
程
は
、
令
和
三
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

規

程
（
水
）

◉
東
京
都
水
道
局
管
理
規
程
第
四
十
一
号

東
京
都
水
道
局
文
書
管
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
二
年
十
二
月
二
十
二
日

東
京
都
水
道
局
長

浜

佳
葉
子

東
京
都
水
道
局
文
書
管
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

東
京
都
水
道
局
文
書
管
理
規
程
（
平
成
十
一
年
東
京
都
水
道
局
管
理
規
程
第
二
十
六
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
一
項
第
十
五
号
中
「
第
十
条
の
四
」
の
下
に
「
（
第
十
三
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る

場
合
を
含
む
。
）
」
を
加
え
、
「
か
ら
第
十
三
条
ま
で
」
を
「
、
第
十
二
条
及
び
第
十
三
条
第
二
項
」

に
改
め
る
。

第
十
三
条
第
二
項
を
削
り
、
同
条
第
一
項
中
「
フ
ァ
ク
シ
ミ
リ
に
着
信
し
た
電
磁
的
記
録
の
内
容

は
、
」
を
「
前
項
の
規
定
に
よ
り
収
受
の
処
理
を
行
う
こ
と
が
困
難
な
特
別
の
事
情
が
あ
る
と
き
は
、

当
該
電
磁
的
記
録
の
内
容
を
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
二
項
と
し
、
同
条
に
第
一
項
と
し
て
次
の
一

項
を
加
え
る
。

フ
ァ
ク
シ
ミ
リ
に
着
信
し
た
電
磁
的
記
録
に
つ
い
て
は
、
第
十
条
の
三
及
び
第
十
条
の
四
の
規
定

を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
十
条
の
三
第
一
項
中
「
情
報
処
理
シ
ス
テ
ム
」
と
あ
る
の

は
、
「
フ
ァ
ク
シ
ミ
リ
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

附

則

こ
の
規
程
は
、
令
和
三
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

規

程
（
下
水
）

◉
東
京
都
下
水
道
局
管
理
規
程
第
四
十
六
号

東
京
都
下
水
道
局
文
書
管
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
二
年
十
二
月
二
十
二
日

東
京
都
下
水
道
局
長

和
賀
井

克

夫

東
京
都
下
水
道
局
文
書
管
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
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東
京
都
下
水
道
局
文
書
管
理
規
程
（
平
成
十
六
年
東
京
都
下
水
道
局
管
理
規
程
第
二
十
三
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
十
五
号
中
「
第
十
五
条
」
の
下
に
「
（
第
二
十
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。
）
」
を
加
え
、
「
若
し
く
は
第
二
十
条
」
を
「
及
び
第
二
十
条
第
二
項
」
に
改
め
る
。

第
二
十
条
第
二
項
を
削
り
、
同
条
第
一
項
中
「
フ
ァ
ク
シ
ミ
リ
に
着
信
し
た
電
磁
的
記
録
の
内
容

は
、
」
を
「
前
項
の
規
定
に
よ
り
収
受
の
処
理
を
行
う
こ
と
が
困
難
な
特
別
の
事
情
が
あ
る
と
き
は
、

当
該
電
磁
的
記
録
の
内
容
を
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
二
項
と
し
、
同
条
に
第
一
項
と
し
て
次
の
一

項
を
加
え
る
。

フ
ァ
ク
シ
ミ
リ
に
着
信
し
た
電
磁
的
記
録
に
つ
い
て
は
、
第
十
四
条
第
一
項
及
び
第
二
項
並
び
に

第
十
五
条
の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
十
四
条
第
一
項
中
「
情
報
処
理
シ
ス
テ

ム
」
と
あ
る
の
は
、
「
フ
ァ
ク
シ
ミ
リ
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
二
十
二
条
第
三
項
中
「
第
二
十
条
」
を
「
第
二
十
条
第
二
項
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
程
は
、
令
和
三
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

◉
東
京
都
下
水
道
局
管
理
規
程
第
四
十
七
号

東
京
都
下
水
道
局
工
事
施
行
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
二
年
十
二
月
二
十
二
日

東
京
都
下
水
道
局
長

和
賀
井

克

夫

東
京
都
下
水
道
局
工
事
施
行
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

東
京
都
下
水
道
局
工
事
施
行
規
程
（
昭
和
四
十
六
年
東
京
都
下
水
道
局
管
理
規
程
第
三
十
五
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
十
四
条
中
「
（
公
団
を
含
む
。
）
」
を
削
り
、
「
地
方
公
共
団
体
」
の
下
に
「
そ
の
他
の
公
法

人
」
を
加
え
る
。

第
三
十
五
条
の
見
出
し
中
「
の
起
工
等
」
を
「
に
関
す
る
連
絡
調
整
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
中

「
の
起
工
」
を
削
り
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

３

施
工
主
管
課
長
は
、
委
託
工
事
の
施
行
中
は
、
連
絡
員
を
定
め
、
施
行
受
託
機
関
と
十
分
連
絡
を

と
り
必
要
な
調
整
を
図
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
軽
微
な
工
事
に
つ
い
て
は
、
連
絡
員
を

定
め
な
い
こ
と
が
で
き
る
。

第
三
十
六
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
三
十
六
条

削
除

第
三
十
八
条
の
見
出
し
を
「
（
別
な
方
法
に
よ
る
処
理
）
」
に
改
め
、
同
条
中
「
前
章
の
規
定
を
準

用
す
る
」
を
「
別
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
」
に
改
め
る
。

附

則

１

こ
の
規
程
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
程
に
よ
る
改
正
後
の
東
京
都
下
水
道
局
工
事
施
行
規
程
第
三
十
五
条
第
一
項
及
び
第
三
十

八
条
の
規
定
は
、
施
行
の
日
以
後
に
施
行
す
る
委
託
工
事
か
ら
適
用
す
る
。

訓

令
（
議
）

◉
東
京
都
議
会
議
長
訓
令
第
十
三
号

東
京
都
議
会
議
会
局

令
和
二
年
に
お
け
る
東
京
都
議
会
議
会
局
会
計
年
度
任
用
職
員
の
慶
弔
休
暇
の
特
例
に
関
す
る
規
程

を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
二
年
十
二
月
二
十
二
日

東
京
都
議
会
議
長

石

川

良

一

令
和
二
年
に
お
け
る
東
京
都
議
会
議
会
局
会
計
年
度
任
用
職
員
の
慶
弔
休
暇
の
特
例
に

関
す
る
規
程

東
京
都
議
会
議
会
局
会
計
年
度
任
用
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
規
程
（
平
成
二
十
七
年

東
京
都
議
会
議
長
訓
令
第
五
号
。
以
下
「
会
計
年
度
任
用
職
員
勤
務
時
間
規
程
」
と
い
う
。
）
第
二
十

二
条
に
お
い
て
準
用
す
る
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
、
休
暇
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
平
成
七
年

東
京
都
規
則
第
五
十
五
号
。
以
下
「
規
則
」
と
い
う
。
）
第
二
十
四
条
第
三
項
に
規
定
す
る
結
婚
の
日

が
令
和
元
年
七
月
一
日
か
ら
令
和
三
年
一
月
六
日
ま
で
の
間
に
あ
る
職
員
（
こ
の
訓
令
の
施
行
の
日
前

に
当
該
結
婚
の
日
に
係
る
会
計
年
度
任
用
職
員
勤
務
時
間
規
程
第
二
十
二
条
に
お
い
て
準
用
す
る
規
則

第
二
十
四
条
第
二
項
第
一
号
の
休
暇
を
取
得
し
た
職
員
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
は
、
令
和
二
年
に
お
け

る
職
員
の
慶
弔
休
暇
の
特
例
に
関
す
る
規
則
（
令
和
二
年
東
京
都
規
則
第
二
百
一
号
）
の
規
定
を
準
用

す
る
。
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附

則

１

こ
の
訓
令
は
、
令
和
三
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
項
の
規
定
は
、
公
布
の
日
か

ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
訓
令
の
適
用
を
受
け
る
職
員
に
つ
い
て
は
、
令
和
二
年
に
お
け
る
職
員
の
慶
弔
休
暇
の
特
例

に
関
す
る
規
則
附
則
第
二
項
の
規
定
を
準
用
す
る
。

告

示
（
議
）

◉
東
京
都
議
会
議
長
告
示
第
五
号

東
京
都
議
会
議
会
局
文
書
管
理
規
程
（
平
成
十
一
年
東
京
都
議
会
議
長
告
示
第
五
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
二
年
十
二
月
二
十
二
日

東
京
都
議
会
議
長

石

川

良

一

第
二
条
第
十
三
号
中
「
第
十
一
条
の
三
」
の
下
に
「
（
第
十
四
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

を
含
む
。
）
」
を
加
え
、
「
か
ら
第
十
四
条
ま
で
」
を
「
、
第
十
三
条
及
び
第
十
四
条
第
二
項
」
に
改

め
、
同
条
中
第
十
七
号
を
削
り
、
第
十
八
号
を
第
十
七
号
と
し
、
第
十
九
号
を
第
十
八
号
と
し
、
第
二

十
号
を
削
る
。

第
五
条
第
三
項
中
第
五
号
を
削
り
、
第
六
号
を
第
五
号
と
し
、
第
七
号
を
第
六
号
と
し
、
第
八
号
を

第
七
号
と
す
る
。

第
九
条
第
三
項
中
「
パ
ー
ソ
ナ
ル
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
（
以
下
「
パ
ソ
コ
ン
」
と
い
う
。
）
」
を
「
電
子

計
算
機
」
に
改
め
る
。

第
十
一
条
第
一
項
た
だ
し
書
を
削
り
、
同
条
第
二
項
中
「
、
フ
ロ
ッ
ピ
ー
デ
ィ
ス
ク
」
を
削
り
、
同

条
第
三
項
を
削
る
。

第
十
二
条
第
二
項
の
表
一
の
項
並
び
に
同
条
第
四
項
の
表
一
の
項
及
び
二
の
項
イ
中
「
受
領
印
を
押

さ
せ
た
」
を
「
受
領
し
た
職
員
名
を
記
載
さ
せ
た
」
に
改
め
、
同
項
ロ
中
「
文
書
主
任
の
確
認
印
を
押

す
」
を
「
開
封
し
た
職
員
名
を
記
載
さ
せ
る
」
に
改
め
、
同
項
ロ
た
だ
し
書
中
「
金
額
」
の
下
に
「
及

び
開
封
し
た
職
員
名
」
を
加
え
、
同
表
三
の
項
イ
中
「
文
書
主
任
の
確
認
印
を
押
し
」
を
「
開
封
し
た

職
員
名
を
記
載
し
」
に
、
「
受
領
印
を
押
さ
せ
た
」
を
「
受
領
し
た
職
員
名
を
記
載
さ
せ
た
」
に
改
め
、

同
項
イ
た
だ
し
書
中
「
の
記
載
」
を
削
り
、
「
文
書
主
任
の
確
認
印
の
押
印
」
を
「
開
封
し
た
職
員
名

の
記
載
」
に
改
め
、
同
表
四
の
項
中
「
文
書
主
任
の
確
認
印
を
押
し
」
を
「
開
封
し
た
職
員
名
を
記
載

し
」
に
、
「
受
領
印
を
押
さ
せ
た
」
を
「
受
領
し
た
職
員
名
を
記
載
さ
せ
た
」
に
改
め
、
同
項
た
だ
し

書
中
「
金
額
」
の
下
に
「
及
び
開
封
し
た
職
員
名
」
を
加
え
る
。

第
十
三
条
第
三
項
第
一
号
及
び
第
三
号
中
「
文
書
主
任
又
は
文
書
取
扱
主
任
の
確
認
印
を
押
す
」
を

「
開
封
し
た
職
員
名
を
記
載
さ
せ
る
」
に
改
め
、
同
号
た
だ
し
書
中
「
金
額
」
の
下
に
「
及
び
開
封
し

た
職
員
名
」
を
加
え
る
。

第
十
四
条
第
二
項
を
削
り
、
同
条
第
一
項
中
「
フ
ァ
ク
シ
ミ
リ
に
着
信
し
た
電
磁
的
記
録
の
内
容

は
、
」
を
「
前
項
の
規
定
に
よ
り
収
受
の
処
理
を
行
う
こ
と
が
困
難
な
特
別
の
事
情
が
あ
る
と
き
は
、

当
該
電
磁
的
記
録
の
内
容
を
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
二
項
と
し
、
同
条
に
第
一
項
と
し
て
次
の
一

項
を
加
え
る
。

フ
ァ
ク
シ
ミ
リ
に
着
信
し
た
電
磁
的
記
録
に
つ
い
て
は
、
第
十
一
条
の
二
第
一
項
及
び
第
二
項
並

び
に
第
十
一
条
の
三
の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
十
一
条
の
二
第
一
項
中
「
情

報
処
理
シ
ス
テ
ム
」
と
あ
る
の
は
、
「
フ
ァ
ク
シ
ミ
リ
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
十
七
条
第
三
項
中
「
か
ら
第
十
四
条
ま
で
」
を
「
、
第
十
三
条
及
び
第
十
四
条
第
二
項
」
に
改
め

る
。第

三
十
一
条
第
一
項
中
「
次
項
に
規
定
す
る
文
書
を
除
き
、
」
を
削
り
、
「
文
書
に
は
」
を
「
文
書

等
（
以
下
「
施
行
文
書
」
と
い
う
。
）
に
は
、
情
報
処
理
シ
ス
テ
ム
を
利
用
し
て
東
京
都
の
内
部
以
外

に
施
行
文
書
（
電
磁
的
記
録
に
限
る
。
）
を
送
信
す
る
こ
と
に
つ
い
て
法
令
等
に
定
め
が
あ
る
場
合
又

は
局
長
が
別
に
定
め
る
場
合
を
除
き
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
及
び
第
三
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

２

前
項
に
規
定
す
る
場
合
に
お
い
て
、
情
報
処
理
シ
ス
テ
ム
を
利
用
し
て
東
京
都
の
内
部
以
外
に
送

信
す
る
施
行
文
書
に
つ
い
て
は
、
法
令
等
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
必
要
に
応
じ
て
、
電
子
署
名

（
電
子
署
名
及
び
認
証
業
務
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律
第
百
二
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規

定
す
る
電
子
署
名
を
い
う
。
）
を
行
う
も
の
と
す
る
。

３

第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
施
行
文
書
が
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
（
法
令
等
の
定

め
に
よ
り
公
印
の
押
印
を
要
す
る
場
合
を
除
く
。
）
は
、
「
（
公
印
省
略
）
」
の
記
載
を
し
て
、
公

印
の
押
印
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

対
内
文
書

二

東
京
都
の
内
部
以
外
に
発
信
す
る
文
書
等
の
う
ち
、
国
、
地
方
公
共
団
体
、
東
京
都
が
設
立
し
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た
地
方
独
立
行
政
法
人
（
地
方
独
立
行
政
法
人
法
（
平
成
十
五
年
法
律
第
百
十
八
号
）
第
二
条
第

一
項
に
規
定
す
る
地
方
独
立
行
政
法
人
を
い
う
。
）
又
は
東
京
都
公
文
書
等
の
管
理
に
関
す
る
条

例
（
平
成
二
十
九
年
東
京
都
条
例
第
三
十
九
号
）
第
十
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
出
資
等
法
人
に

対
し
発
信
す
る
文
書
（
重
要
な
も
の
を
除
く
。
）

三

東
京
都
の
内
部
以
外
に
発
信
す
る
文
書
等
（
前
号
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）
の
う
ち
、
軽

易
な
文
書

第
三
十
二
条
第
一
項
中
「
施
行
に
用
い
る
文
書
等
（
以
下
「
施
行
文
書
」
と
い
う
。
）
」
を
「
施
行

文
書
」
に
改
め
る
。

別
記
第
一
号
様
式
中
「受

領
者
印

」
を
「受

領
者

」
に
改
め
る
。

附

則

１

こ
の
告
示
は
、
令
和
三
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
告
示
の
施
行
の
際
、
こ
の
告
示
に
よ
る
改
正
前
の
東
京
都
議
会
議
会
局
文
書
管
理
規
程
別
記

第
一
号
様
式
に
よ
る
用
紙
で
、
現
に
残
存
す
る
も
の
は
、
所
要
の
修
正
を
加
え
、
な
お
使
用
す
る
こ

と
が
で
き
る
。
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